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「船員の働き方改革」の全体像

労働時間規制の対象に

船員の労務管理の適正化

意見
使用者

船員の健康確保

労働時間規制の範囲の見直し

選任

【R5.4.1 施行】

【R4.4.1 施行】

多様な働き方の推進等

【R5.4.1 施行】

○常時５０人以上船員を使用する
船舶所有者

○全ての船舶所有者

労務管理
責任者

・労務管理記録簿の
作成・備置き

・船員の労働時間の
状況の把握

・船員の健康状態の把握

・船員からの職業生活に
関する相談

各種ガイドラインや
モデル就業規則の作成 等

【随時実施】

・産業医による健康管理等

・長時間労働者への面接指導

・ストレスチェック

健康検査結果に基づく健康管理

当直の引継ぎや操練を
労働時間規制の対象に

船員の労働時間等を考慮し
労働時間の短縮等の措置が
必要な場合

法改正事項

船員の働き方改革に向けては、船員の労務管理の適正化（労務管理責任者の選任等）や、労働時
間規制の範囲見直しを内容とした「海事産業基盤強化法」による改正船員法が令和５年４月に全
面施行されたところである。

加えて、令和５年４月から船員の健康確保の新たな制度を施行するとともに、各種ガイドライン
を随時整備し、船員の働き方改革を推進している。
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船員の働き方改革推進のための実態調査(アンケート）

船員の働き方改革の施行状況を把握するため、労働時間の管理状況、労務管理責任者制度
やオペレーターへの意見陳述の状況（内航貨物のみ）、船員の働き方改革に対する意見
（自由意見）等に関するアンケートを令和５年10月に実施。

船員法適用事業者４７４者から回答を受け付けた。

【常時雇用する船員数】

船員数 回答数 割合

0～9名 209 44.1％

10～19名 106 22.4%

20～49名 111 23.4%

50～99名 26 5.5%

100名以上 22 4.6%

業種 回答数

内航貨物船 335

内航旅客船 127

外航船 21

【業種（複数選択可）】
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船員の労務管理の適正化の実施状況（内航貨物船）

内航貨物船においては、約６割が船員の労務時間を船内で電子的に記録し、陸上事務所に共有
（陸上事務所における労働時間の確認頻度は週１回以上が約８割）しており、陸上での労務管理
の体制整備が進んでいる。

※令和５年10月海事局アンケート調査による内航貨物

事業者（335者）の回答結果をもとに作成

【船内における労働時間の記録方法】

紙

124

（37%）

労務管理記録簿

Excelマクロ

92

（28%）

システム（PC入力）

54

（16%）

53

（16%）

その他

9

（3%）

システム

（スマホ・タブレット入力）

頻度 回答数 割合

毎日 128 38.9％

週１回以上 153 46.5％

その他 48 14.6％

【陸上事務所での船員の労働時間の確認頻度】

【内航貨物における労務管理の実施状況】

紙

24

（7%）

FAX

71

（22%）

メール

91

（28%）

システム

52

（16%）

68

（21%）

その他

21

（6%）

【船舶と陸上事務所間の共有方法】

導入している

1%

導入していない

99%

（参考）船内への労働時間記録するための
機器の導入状況

平成30年12月～平成31年１月海事局調べ
（内航貨物船・内航旅客船139社へのアンケート）

クラウド

（共有フォルダ等）
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船員の労務管理の適正化の実施状況（内航貨物船）

労務管理責任者による労務管理上の措置に関する船舶所有者への意見も約５割の事業者で実施さ
れており、またオペレーターに対する運航計画の変更に関する意見については、約７割が意見を
述べたことがあると回答した。
改正船員法の施行以降、船舶所有者からオペレーターに対して意見できるようになり、オペレー
ターも船員の労働時間を考慮してくれるようになったという意見が多く、船員の労務管理に対す
る意識や環境は着実に変化している。

【船舶所有者からオペレーターへの意見の状況等】

※令和５年10月海事局アンケート調査による内航貨物事業者（335者）回答結果をもとに作成。

152

(50%)

48(16%)

23 (8%)

14 (5%)

64

（21%）

述べたことはない

運航計画の変更を必要と
する状況にならなかった

意見を述べたことはない
（運航計画の変更を必要と
する状況はあった）

メールや文書で意見を述
べたことがある

電話や対面で述べたこと
がある意見を述べた（受けた）

ことがある

146

(48%)

意見を述べた（受けた）

ことはない

160

(52%)

【労務管理責任者による船舶所有者への意見の実施状況】
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船員の働き方改革に対する主な意見等（内航貨物船）

主な意見等

良
い
影
響

船舶所有者からオペレーターへ意見を述べる体制ができた。

オペレーターが過重労働にならないように運航スケジュールを考慮してくれる。
船員の労働時間の削減に対し、荷主より一定の理解が得られるようになり、運航計画の変更を実
施頂いている。

船員の労働時間管理と休日の確保を意識するようになり、計画的な休暇取得や労働管理に配慮す
るようになった。

上記の他、船員の労働時間の削減、休日確保につながっているとの意見があった。

悪
い
影
響
・
意
見

運航スケジュールは配慮されるものの船体整備の時間が考慮されない。

船員の増員や給料の増額で対応しているが、そのコストを回収できていない。
船員の確保がより厳しくなり、運航に支障が出てきた。

海運会社だけで解決できる問題では無く、荷主に対して荷役時間を改善してもらいたい。
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紙

24

（20%）

3（2%）

メール

37

（31%）

システム

15

（12%）

12

（10%）

その他

30

（25%）

紙

67

（54%）

労務管理記録簿

Excelマクロ

22

（18%）

システム（PC入力）

25

（20%）

3

（2%）

その他

7

（6%）

システム（スマホ・
タブレット入力）

船員の労務管理の適正化の実施状況（内航旅客船）

内航旅客船においては、約４割が船員の労務時間を船内で電子的に記録し、陸上事務所に共有
（陸上事務所における労働時間の確認頻度は週１回以上が約９割）している。
内航旅客船のうち、日帰り運航の船舶の船員は通勤であり、帰宅時に陸上事務所に労働時間を報
告するため、船内記録を電子的に管理する必要がないことから、紙媒体での管理の割合が大きい。

※令和５年10月海事局アンケート調査による内航旅客事

業者（127者）の回答結果をもとに作成

頻度 回答数 割合

毎日 74 60.2％

週１回以上 33 26.8％

その他 16 13.0％

【陸上事務所での船員の労働時間の確認頻度】

【内航旅客船における労務管理の実施状況】
【船内における労働時間の記録方法】 【船舶と陸上事務所間の共有方法】

FAX

クラウド（共有フォルダ等）

導入している

1%

導入していない

99%

（参考）船内への労働時間記録するための
機器の導入状況

平成30年12月～平成31年１月海事局調べ
（内航貨物船・内航旅客船139社へのアンケート）
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紙

1

（5%）

メール

9

（43%）
システム

8

（38%）

2

（9%）

その他

1

（5%）

船員の労務管理の適正化の実施状況（外航船）

約９割が船員の労務時間を船内で電子的に記録し、陸上事務所に共有（陸上事務所における労働
時間の確認頻度は週１回以上が約８割）している。

※令和５年10月海事局アンケート調査による外航事業者

（21者）の回答結果をもとに作成

頻度 回答数 割合

毎日 5 23.8％

週１回以上 11 52.4％

その他 5 23.8％

【陸上事務所での船員の労働時間の確認頻度】

【外航船における労務管理の実施状況】

【船内における労働時間の記録方法】 【船舶と陸上事務所間の共有方法】

紙

1

（5%）

労務管理記録簿

Excelマクロ

6

（28%）

システム（PC入力）

10

（48%）

3

（14%）

その他

1

（5%）

システム（スマホ・タ
ブレット入力）

クラウド（共有
フォルダ等）
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船員の働き方改革に対する主な意見等（内航旅客・外航船）

項目 主な意見等

内
航
旅
客

良
い
影
響

船員の適正な労務管理を行うことにより、一部の船員に過度な労働負荷をかける偏った
勤務状況を是正できた。

曖昧だった労働時間と休憩時間の区別を明確化するように取り組んだ結果、特に若年船
員の負担の軽減につながっている。

船員の高齢化が進んでいる中で、船員の負担軽減に繋がる。

悪
い
影
響
・
意
見

通勤船員など特殊な環境の船員にとっては逆効果となる場合もある。多様な船員に対応
できる改革となるよう期待する。

超過労働を防止するため増員しようにも、市場に船員が不足しており採用が進まない。

陸上、海上ともに労務管理業務の負担増。

外
航
船

良
い
影
響

労働時間と休息時間が明確化された。

過密スケジュールが解消された。

船員、会社双方の労務管理意識が向上した。

悪
い
影
響
・
意
見

陸上、海上ともに労務管理業務の負担増。

外国人船員が乗る日本籍船への考慮が必要（英語版の解説等）。

残業が減り、収入が減るという意見がある。
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